
合併の方式は新設（対等）合併
第 回法定協議会を開催（ 月 日）

川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
の
第
四
回
会
議
は
三
月
二
十

八
日
、
串
木
野
市
内
で
開
か
れ
ま
し
た
。
協
議
で
は
、
平
成
十

五
年
度
の
事
業
計
画
・
予
算
の
ほ
か
、
合
併
の
期
日
を
平
成
十

六
年
十
月
十
二
日
を
目
標
と
す
る

合
併
方
式
は
新
設
合
併
（
い

わ
ゆ
る
対
等
合
併
）
と
す
る

新
市
の
事
務
所
（
本
庁
）
は
当
面
、

現
在
の
川
内
市
役
所
（
川
内
市
神
田
町
）
に
置
き
、
新
市
成
立

後
に
改
め
て
検
討
す
る

な
ど
六
議
案
が
い
ず
れ
も
承
認
さ
れ

ま
し
た
。
議
決
事
項
と
協
議
事
項
、
報
告
事
項
は
次
の
通
り
で
す
。

事業項目 事 業 内 容 備 考

協議会の開催
合併協定項目協議
新市まちづくり計画協議
その他市町村合併に関する協議

平成 年 月から平成 年 月まで原則毎月第
木曜日開催

幹事会の開催 協議会提案事項の事前調整 平成 年 月から平成 年 月まで原則毎月第
木曜日開催

小委員会の開催 新市名称に関する協議 随時開催

専 門 部 会
分科会の開催

専門部会（事務事業一元化調整原案協議）
分科会（事務事業一元化調整素案協議） 随時開催

事務事業一元化
調 整 事 業

事務事業一元化に係る調整項目
のすり合わせ、調整原案作成
事務事業一元化に係る調整議案作成
事務処理マニュアル作成
例規原案作成に係る準備作業
例規原案作成作業
地域情報化計画策定

平成 年 月 月末

平成 年 月 月予定
平成 年 月 平成 年 月予定
平成 年 月 月末
平成 年 月 平成 年 月予定
平成 年 月 月予定

新市まちづくり
計画策定作業

まちづくりフォーラム

計画骨子案に対する広聴広報
新市まちづくり計画策定

（まちづくりプロジェクト会議
まちづくりワーキング会議）

提言報告会開催（ 月）
計画骨子案意見交換等（ 月 平成 年 月）
まちづくり広聴会開催（ 月） 意見募集（ 月）
計画骨子素案作成検討（ 月）
県事業調整（ 月）
計画骨子案提案 審議（ 月）
県知事への協議等（ 月）
計画素案策定 調整

広報 広聴事業

協議会だより発行
ホームページ更新
各種団体等への説明会
住民説明会（合併協定項目の内容
について）

毎月 回発行
随時更新
平成 年 月予定
平成 年 月予定

事業項目 事 業 内 容 備 考

協議会の開催

幹事会の開催

小委員会の開催

専 門 部 会
分科会の開催

事務事業一元化
調 整 事 業

新市まちづくり
計画策定作業

広報 広聴事業

議
決
事
項

議
決
事
項

串木野市で開かれた法定協第 回会議

平
成

年
度
事
業
計
画

川西薩地区法定合併協議会 平成 年度事業計画



平
成

年
度
歳
入
歳
出
予
算

歳
入
の
部

協
議
会
構
成
市
町
村
負
担
金
（
八

千
百
七
十
一
万
一
千
円
）
な
ど
計
八
千
百
七
十
二

万
二
千
円
。

歳
出
の
部

会
議
運
営
費
（
千
八
百
五
十
五
万

九
千
円
）、
事
務
局
運
営
費
（
千
八
百
八
十
八
万

七
千
円
）、
ま
ち
づ
く
り
計
画
策
定
事
業
費
（
千

六
百
二
十
万
円
）、
事
務
事
業
調
整
事
業
費
（
千

七
百
十
四
万
円
）、
広
報
広
聴
事
業
費
（
千
八
十

三
万
六
千
円
）
な
ど
。

合
併
協
定
項
目

合
併
す
る
と
し
た
場
合
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
事

項
に
つ
い
て
、
協
議
会
で
協
議
を
行
い
、
そ
の
結

果
を

合
併
協
定
書

と
し
て
取
り
ま
と
め
る
項

目
（
計
四
十
六
項
目
で
別
表
の
通
り
）。

合
併
の
方
式
（
協
定
項
目

）

川
内
市
、
串
木
野
市
、
樋
脇
町
、
入
来
町
、
東

郷
町
、
祁
答
院
町
、
里
村
、
上
甑
村
及
び
鹿
島
村

を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い
市
を
設
置

す
る
新
設
合
併
（
対
等
合
併
）
と
す
る
。

合
併
の
期
日
（
協
定
項
目

）

合
併
の
期
日
は
、
平
成
十
六
年
十
月
十
二
日
を

目
標
と
す
る
。

（
参
考
）市
町
村
が
合
併
す
る
た
め
に
は
、合
併
協

議
会
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
協
議
事
項
の
決
定
、関
係
市

町
村
の
議
会
の
議
決
な
ど
か
な
り
の
期
間（
最
低
二

十
二
カ
月
）を
要
す
る
こ
と
、市
民
サ
ー
ビ
ス
や
予
算

編
成
時
期
な
ど
各
種
事
務
執
行
に
で
き
る
か
ぎ
り

支
障
の
少
な
い
時
期
が
望
ま
し
い
、
合
併
特
例
法
の

支
援
措
置
が
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

な
ど
を
考
慮
し
、本
地
区
の
合
併
目
標
期
日
と
し
た
。

新
市
の
事
務
所（
本
庁
）の
位
置

（
協
定
項
目

）

新
市
の
事
務
所
（
本
庁
）
の
位
置
に
つ
い
て

は
、
新
庁
舎
建
設
ま
で
の
間
は
、
川
内
市
神
田
町

三
番
二
二
号
（
現
在
の
川
内
市
役
所
の
位
置
）
と

し
、
支
所
、
出
張
所
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、

地
方
自
治
法
第
一
五
五
条
に
基
づ
き
、
関
係
市
町

村
に
置
く
も
の
と
す
る
。

将
来
の
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て

は
、
新
市
成
立
後
、
交
通
の
事
情
、
他
の
官
公
署

と
の
関
係
な
ど
、
住
民
の
利
便
性
を
考
慮
し
検
討

す
る
も
の
と
す
る
。

（
参
考
）【
地
方
自
治
法
第

条
】

一

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
そ
の
権
限
に

属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
条
例
で
、
必

要
な
地
に
、
都
道
府
県
に
あ
っ
て
は
支
庁
（
道
に

あ
っ
て
は
支
庁
出
張
所
を
含
む
）
及
び
地
方
事
務

所
、
市
町
村
に
あ
っ
て
は
支
所
ま
た
は
出
張
所
を

設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

支
庁
も
し
く
は
地
方
事
務
所
ま
た
は
支
所
も

し
く
は
出
張
所
の
位
置
、名
称
及
び
所
管
区
域
は
、

条
例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

協
議
事
項

協
議
事
項

報
告
事
項

報
告
事
項

ま
ち
づ
く
り
広
聴
会
実
施
要
領

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
骨
子
案
に
つ
い
て
、
関

係
市
町
村
住
民
を
対
象
に
広
報
と
意
見
聴
取
を
行

う
。
実
施
期
間
は
六
月
二
十
七
日
か
ら
七
月
三
十

一
日
ま
で
。

ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
提
言

報
告
会
実
施
要
領

ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
提
言
し
た
新
市

の
将
来
像
に
つ
い
て
の
報
告
会
を
五
月
十
一
日
午

後
一
時
半
か
ら
、
東
郷
町
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル

で
開
催
。

ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
か
ら

の
提
言

（
詳
細
は
本
誌
一

五
ペ
ー
ジ
）

電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
検
討
状
況

第
五
回
協
議
会
（
五
月
十
五
日
）
に
調
整
方
針

案
を
提
案
予
定

条
例
、
規
則
等
の
取
り
扱
い

検
討
状
況

第
五
回
協
議
会
に
調
整
方
針
案
を
提
案
予
定

合併協定項目（ 項目）
自治体の存立に関わる基本的な事項

合併協定項目（ 項目）

事務事業の一元化に関わる事項

各種事務事業の取扱い

新市建設計画に係る事項

男女共同参画事業
姉妹都市・国際交流事業
電算システム事業
広報広聴関係事業
消防防災関係事業
交通関係事業
窓口業務
保健衛生事業
環境衛生事業
障害者福祉事業
高齢者福祉事業
児童福祉事業
生活保護事業
その他の福祉事業
農林水産関係事業
商工・観光関係事業
建設関係事業
上・下水道事業
学校教育事業
コミュニティ施策
社会教育事業
情報公開制度
その他事業

新市まちづくり計画

財産の取扱い
議会議員の定数及び任期の取扱い
農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
地方税の取扱い
一般職の職員の身分の取扱い
特別職の身分の取扱い
条例、規則等の取扱い
事務組織及び機構の取扱い
一部事務組合等の取扱い
使用料、手数料等の取扱い
公共的団体等の取扱い
補助金、交付金等の取扱い
町名・字名の取扱い
慣行の取扱い
国民健康保険事業の取扱い
介護保険事業の取扱い
消防団の取扱い
自治会・行政連絡機構の取扱い

合併の方式
合併の期日
新市の名称
新市の事務所の位置




